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今
定
例
会
最
終
日
に
、
次

の
よ
う
な
討
論
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

反
　
　
対

【
日
本
共
産
党
】

　
本
議
案
は
、
い
じ
め
防
止

対
策
推
進
法
第
14
条
３
項
に

基
づ
き
、
川
越
市
い
じ
め
問

題
対
策
委
員
会
条
例
を
制
定

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

同
法
第
４
条
で
は
、
法
律
で

い
じ
め
を
禁
止
し
、
15
条
に

「
学
校
に
お
け
る
い
じ
め
の

防
止
」
の
中
で
、
「
道
徳
心

を
培
い
」
「
全
て
の
教
育
活

動
を
通
じ
た
道
徳
教
育
の
充

実
を
」
と
規
定
さ
れ
、
同
法

25
条
で
「
懲
戒
を
加
え
る
」

と
し
、
第
26
条
で
は
「
出
席

停
止
を
命
ず
る
」
と
い
っ
た

厳
罰
化
を
明
確
に
す
る
な
ど
、

同
法
に
は
５
つ
の
問
題
点
が

あ
る
。
教
育
委
員
会
の
答
弁

は
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
つ
い

て
、
改
善
の
方
向
が
見
え
な

い
。
今
後
必
要
な
対
策
を
講

ず
る
よ
う
求
め
、
反
対
討
論

と
す
る
。

反
　
　
対

【
日
本
共
産
党
】

　
１
万
２
千
食
の
新
学
校
給

食
セ
ン
タ
ー
整
備
に
か
か
わ

る
債
務
負
担
行
為
１
３
０
億

円
が
計
上
さ
れ
、
１
社
の
民

間
企
業
グ
ル
ー
プ
が
16
年
８

ヶ
月
の
長
期
に
渡
っ
て
独
占

で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　
市
債
で
は
不
可
能
な
借
金

が
Ｐ
Ｆ
Ｉ
と
債
務
負
担
行
為

に
よ
り
可
能
に
な
り
リ
ス
ク

回
避
の
機
能
も
果
た
さ
れ
な

い
。
多
額
の
税
金
を
民
間
営

利
企
業
に
流
し
込
む
仕
組
み
。

　
ま
た
、
中
小
規
模
の
給
食

セ
ン
タ
ー
な
ら
ば
、
地
元
事

業
者
が
参
入
で
き
る
が
、
大

規
模
事
業
に
よ
り
、
大
手
企

業
し
か
落
札
で
き
ず
、
市
や

地
域
経
済
活
性
化
の
観
点
か

ら
も
望
ま
し
い
も
の
で
な
い
。

民
間
企
業
が
破
綻
す
れ
ば
、

市
や
市
民
が
リ
ス
ク
を
負
う

の
で
撤
回
す
べ
き
で
あ
る
。

　
職
員
給
与
を
増
額
改
定
し

た
の
は
い
つ
以
来
か
。

　
平
成
19
年
度
に
若
年
層
を

中
心
と
し
た
給
料
表
の
改
定

を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
給
与
改
定
に
係
る
県
人
事

委
員
会
の
主
な
勧
告
内
容
は
。

　
本
年
４
月
分
の
県
職
員
給

与
が
民
間
給
与
を
０
・
３
７

％
下
回
っ
た
こ
と
か
ら
、
給

料
表
の
水
準
を
若
年
層
に
重

点
を
置
き
な
が
ら
引
き
上
げ

る
こ
と
な
ど
が
勧
告
さ
れ
て

い
る
。

　
ま
た
、
勤
勉
手
当
の
年
間

支
給
割
合
を
０
・
１
５
月
分

引
き
上
げ
る
こ
と
、
地
域
手

当
の
支
給
割
合
を
０
・
２
５

％
引
き
上
げ
る
こ
と
な
ど
が

主
な
内
容
で
あ
る
。

　
職
員
団
体
と
の
交
渉
で
挙

げ
ら
れ
た
要
望
は
。

　
再
任
用
職
員
の
給
料
の
引

き
上
げ
に
関
す
る
こ
と
、
地

域
手
当
の
引
き
上
げ
に
関
す

る
こ
と
、
通
勤
手
当
の
引
き

上
げ
に
関
す
る
こ
と
な
ど
の

要
望
が
あ
っ
た
。

　
入
札
方
式
や
参
加
要
件
緩

和
が
施
設
の
質
の
低
下
を
生

じ
さ
せ
る
こ
と
は
無
い
か
。

　
入
札
参
加
要
件
の
緩
和
等

を
行
う
一
方
で
、
質
を
確
保

す
る
た
め
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
造
で
延
床
面
積
７
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
実

績
を
参
加
要
件
に
加
え
た
。

　
工
事
着
工
の
遅
れ
が
供
用

開
始
に
影
響
が
出
な
い
か
。

　
外
構
及
び
植
栽
工
事
と
開

業
準
備
作
業
等
を
並
行
し
て

行
う
な
ど
の
調
整
を
図
り
、

当
初
計
画
ど
お
り
平
成
29
年

４
月
の
供
用
開
始
を
計
画
し

て
い
る
。

　
建
設
反
対
住
民
の
行
動
に

対
し
て
市
の
考
え
を
伺
う
。

　
建
築
禁
止
仮
処
分
申
立
て

等
が
提
起
さ
れ
た
が
、
適
切

に
対
応
す
る
。
旧
九
十
川
や

公
園
の
整
備
な
ど
周
辺
環
境

整
備
は
、
地
域
住
民
の
意
見

を
反
映
し
な
が
ら
、
少
し
で

も
住
み
や
す
い
地
域
に
な
る

よ
う
実
施
し
、
理
解
を
い
た

だ
け
る
よ
う
努
め
る
。

　
労
務
単
価
、
材
料
費
等
の

高
騰
を
受
け
、
設
計
金
額
に

ど
ん
な
影
響
が
あ
っ
た
の
か
。

　
設
計
金
額
の
見
直
し
に
よ

り
、
新
築
工
事
費
用
は
、
躯

体
に
関
わ
る
費
用
が
約
３
億

５
千
万
円
、
そ
の
他
の
費
用

と
合
わ
せ
て
５
億
３
千
万
円

余
り
上
昇
し
た
。

　
施
設
の
耐
用
年
数
は
？

　
火
葬
件
数
は
、
約
20
年
後

に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
そ
の
後

概
ね
30
年
間
、
同
等
数
で
推

移
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
50

年
以
上
の
耐
用
年
数
が
必
要

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
65
年
以

上
と
し
た
。

　
駐
車
場
が
満
車
に
な
っ
た

時
、
や
す
ら
ぎ
の
さ
と
駐
車

場
の
利
用
は
可
能
な
の
か
。

　
十
分
な
駐
車
台
数
を
確
保

し
て
い
る
が
、
や
す
ら
ぎ
の

さ
と
駐
車
場
と
の
相
互
利
用

を
図
る
こ
と
で
、
混
雑
時
の

緩
和
や
利
用
者
の
利
便
性
の

向
上
に
努
め
る
。

　
い
じ
め
問
題
は
教
育
の
営

み
と
し
て
の
解
決
が
基
本
だ

が
見
解
を
問
う
。

　
い
じ
め
を
な
く
す
に
は
、

様
々
な
機
会
を
通
じ
、
心
豊

か
な
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る

教
育
の
営
み
の
中
で
解
決
す

る
こ
と
、
同
時
に
、
人
格
形

成
の
途
中
で
あ
る
子
ど
も
た

ち
に
、
「
い
じ
め
を
行
う
こ

と
は
い
け
な
い
」
と
明
示
す

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考

え
る
。

　
学
校
で
の
い
じ
め
防
止
策

あ
る
高
等
学
校
教
育
の
提
供

が
第
一
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
市
長
公
約
で
あ
る
中
高
一

貫
校
の
設
置
に
つ
い
て
、
教

育
委
員
会
は
ど
の
様
に
考
え

て
い
る
の
か
。

　
当
面
は
校
種
間
連
携
教
育

を
推
進
す
る
中
で
、
中
学
校

と
市
立
高
校
の
連
携
を
充
実

し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

答

　
市
立
高
校
を
設
置
す
る
川

越
市
と
し
て
高
等
教
育
に
対

す
る
考
え
方
は
。

　
こ
れ
ま
で
の
経
緯
と
伝
統

を
踏
ま
え
、
国
際
理
解
や
資

格
取
得
に
係
る
指
導
を
更
に

充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
普

通
科
・
商
業
系
学
科
そ
れ
ぞ

れ
の
教
育
の
質
を
高
め
る
等
、

市
民
の
期
待
に
応
え
る
魅
力

問答

問

に
道
徳
教
育
の
充
実
が
示
さ

れ
て
い
る
。
法
令
で
お
し
つ

け
る
や
り
方
は
逆
効
果
に
な

り
か
ね
な
い
、
見
解
を
問
う
。

　
規
範
の
意
義
を
理
解
さ
せ
、

児
童
生
徒
自
ら
が
規
律
を
守

り
行
動
す
る
自
律
性
を
育
む

と
と
も
に
、
道
徳
教
育
を
は

じ
め
と
し
た
全
教
育
活
動
を

通
し
て
、
思
い
や
り
の
心
や

お
互
い
を
尊
重
す
る
態
度
、

他
者
と
円
滑
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
図
る
能
力
等
を

養
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

議
案
第
１
３
８
号

市
立
川
越
高
等
学
校
教
育
審
議
会
条
例

【
民
主
党
】 市

民
の
活
動
を
阻
害
し
な
い

よ
う
ど
う
対
処
す
る
の
か
。

　
新
南
公
民
館
は
、
現
在
の

南
公
民
館
の
実
績
か
ら
予
測

す
る
と
、
利
用
率
が
８
割
を

超
え
る
と
見
込
ま
れ
る
。
ま

た
、
設
備
が
充
実
し
、
部
屋

の
面
積
等
も
広
く
な
る
た
め
、

使
用
料
も
高
く
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
登
録
グ
ル
ー
プ

等
の
活
動
が
制
限
さ
れ
る
こ

と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、

当
面
は
そ
の
活
動
状
況
等
を

見
守
っ
て
い
く
。

答

　
新
南
公
民
館
の
使
用
料
は

現
在
の
南
公
民
館
と
比
べ
て

ど
の
よ
う
な
状
況
に
な
る
か
。

　
新
南
公
民
館
は
、
現
在
の

南
公
民
館
と
比
べ
て
、
施
設

規
模
や
各
室
面
積
等
が
大
き

く
異
な
る
た
め
、
使
用
料
を

単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
難

し
い
が
、
同
程
度
の
規
模
の

部
屋
の
緩
和
措
置
前
の
使
用

料
と
比
べ
る
と
、
約
１
・
４

倍
と
な
る
。

　
施
設
が
立
派
で
も
高
く
て

使
え
な
い
と
意
味
が
な
い
。

問答問
議
案
第
１
３
７
号

公
民
館
使
用
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
４
６
号

平
成
26
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
５
０
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
４
１
号

新
斎
場
新
築
工
事
請
負
契
約

【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
３
９
号

い
じ
め
問
題
対
策
委
員
会
条
例

【
日
本
共
産
党
】

　
市
は
こ
れ
ま
で
Ｐ
Ｆ
Ｉ
以

外
で
15
年
間
を
ま
と
め
て
金

額
を
固
定
し
契
約
し
た
実
績

は
あ
る
の
か
。

　
本
市
に
お
い
て
は
、
施
設

の
建
設
や
維
持
管
理
・
運
営

業
務
で
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
以
外
で
15

年
分
を
ま
と
め
て
契
約
し
た

実
績
は
な
い
。

　
16
年
８
ヶ
月
の
長
期
一
括

で
地
元
外
の
企
業
と
の
契
約

も
想
定
さ
れ
る
。
一
つ
の
企

問問

問

答問問 答答

答 答

問問 答答答 問

答答問 問 問

問問 答答 答

答 問

業
グ
ル
ー
プ
に
市
の
重
要
な

事
業
を
長
期
丸
ご
と
担
わ
せ

る
功
罪
を
ど
う
考
え
る
か
。

　
新
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の

事
業
は
、
一
括
し
た
性
能
発

注
に
よ
り
民
間
事
業
者
の
創

意
工
夫
の
発
揮
や
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
コ
ス
ト
の
縮
減
な
ど

の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
こ
と

か
ら
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
と
し
て
進

め
て
い
る
。
地
元
企
業
の
活

用
に
つ
い
て
は
、
参
加
資
格

要
件
や
、
審
査
基
準
で
地
域

貢
献
を
評
価
す
る
こ
と
な
ど

の
方
法
で
推
進
し
て
い
き
た

い
と
検
討
し
て
い
る
。

る
と
考
え
る
。

　
中
高
一
貫
校
に
つ
い
て
審

議
会
で
検
討
す
る
の
か
。

　
審
議
会
で
は
、
市
立
高
校

の
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
検

討
す
る
中
で
、
中
高
一
貫
校

に
触
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

討

論

議
案
第
１
３
９
号

議
案
第
１
４
６
号

請
願
第
１
号

民
法
の
改
正
に
よ
る
個
人
保
証
の
原
則
的
廃
止
を

求
め
る
請
願
書

　
　
　
　
　
　
　－

採

　
　択

－

提
出
者
　
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
４

－

７

－

20

　
　
　
　
埼
玉
弁
護
士
会
　
会
長
　
池
　
本
　
誠
　
司

個人保証の原則廃止の検討を求める意見書
　個人保証は、その危険性が古くから言われているにもかかわらず、親類や知人から依頼された場合など、人間
関係から断りにくい。そのため、現在も、保証人となったために破産や自殺に至るなど多数の被害が生じている。
　個人保証被害の発生を防止するためには、個人保証制度を原則として廃止を検討することが必要である。また、
個人保証制度が例外的に許容される場合でも、その被害の拡大を防ぐための制度を設けることが望ましい。
　よって、国会及び政府に対し、法制審議会民法（債権関係）部会において検討されている民法の改正にあたり、
次の事項を実現されるよう強く要請する。
１、個人保証を原則としての廃止を検討すること。
２、例外として個人保証が許容される場合であっても、次に指摘する保証人保護制度を設けること。
　ア、現行民法に定める貸金等根保証契約における規律（民法４６５条の２から４６５条の５まで）を個人が保
　　　証人となる場合の全ての根保証契約に及ぼすこと。
　イ、債権者は、保証契約を締結するときは、保証人となろうとする者に対する説明義務や債務者の支払能力に
　　　関する情報提供義務を負い、債権者がその義務違反をした場合には、保証人は保証契約を取り消せること。
　ウ、債権者は、保証契約締結後、保証人に対し、主たる債務者の遅延情報を通知する義務を負うこと。
　エ、過大な保証を禁止する規定や保証債務の責任を減免する規定を設けること。
　右、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
　　　平成２６年１２月１９日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川　越　市　議　会　　　　
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今
定
例
会
最
終
日
に
、
次

の
よ
う
な
討
論
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

反
　
　
対

【
日
本
共
産
党
】

　
本
議
案
は
、
い
じ
め
防
止

対
策
推
進
法
第
14
条
３
項
に

基
づ
き
、
川
越
市
い
じ
め
問

題
対
策
委
員
会
条
例
を
制
定

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

同
法
第
４
条
で
は
、
法
律
で

い
じ
め
を
禁
止
し
、
15
条
に

「
学
校
に
お
け
る
い
じ
め
の

防
止
」
の
中
で
、
「
道
徳
心

を
培
い
」
「
全
て
の
教
育
活

動
を
通
じ
た
道
徳
教
育
の
充

実
を
」
と
規
定
さ
れ
、
同
法

25
条
で
「
懲
戒
を
加
え
る
」

と
し
、
第
26
条
で
は
「
出
席

停
止
を
命
ず
る
」
と
い
っ
た

厳
罰
化
を
明
確
に
す
る
な
ど
、

同
法
に
は
５
つ
の
問
題
点
が

あ
る
。
教
育
委
員
会
の
答
弁

は
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
つ
い

て
、
改
善
の
方
向
が
見
え
な

い
。
今
後
必
要
な
対
策
を
講

ず
る
よ
う
求
め
、
反
対
討
論

と
す
る
。

反
　
　
対

【
日
本
共
産
党
】

　
１
万
２
千
食
の
新
学
校
給

食
セ
ン
タ
ー
整
備
に
か
か
わ

る
債
務
負
担
行
為
１
３
０
億

円
が
計
上
さ
れ
、
１
社
の
民

間
企
業
グ
ル
ー
プ
が
16
年
８

ヶ
月
の
長
期
に
渡
っ
て
独
占

で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　
市
債
で
は
不
可
能
な
借
金

が
Ｐ
Ｆ
Ｉ
と
債
務
負
担
行
為

に
よ
り
可
能
に
な
り
リ
ス
ク

回
避
の
機
能
も
果
た
さ
れ
な

い
。
多
額
の
税
金
を
民
間
営

利
企
業
に
流
し
込
む
仕
組
み
。

　
ま
た
、
中
小
規
模
の
給
食

セ
ン
タ
ー
な
ら
ば
、
地
元
事

業
者
が
参
入
で
き
る
が
、
大

規
模
事
業
に
よ
り
、
大
手
企

業
し
か
落
札
で
き
ず
、
市
や

地
域
経
済
活
性
化
の
観
点
か

ら
も
望
ま
し
い
も
の
で
な
い
。

民
間
企
業
が
破
綻
す
れ
ば
、

市
や
市
民
が
リ
ス
ク
を
負
う

の
で
撤
回
す
べ
き
で
あ
る
。

　
職
員
給
与
を
増
額
改
定
し

た
の
は
い
つ
以
来
か
。

　
平
成
19
年
度
に
若
年
層
を

中
心
と
し
た
給
料
表
の
改
定

を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
給
与
改
定
に
係
る
県
人
事

委
員
会
の
主
な
勧
告
内
容
は
。

　
本
年
４
月
分
の
県
職
員
給

与
が
民
間
給
与
を
０
・
３
７

％
下
回
っ
た
こ
と
か
ら
、
給

料
表
の
水
準
を
若
年
層
に
重

点
を
置
き
な
が
ら
引
き
上
げ

る
こ
と
な
ど
が
勧
告
さ
れ
て

い
る
。

　
ま
た
、
勤
勉
手
当
の
年
間

支
給
割
合
を
０
・
１
５
月
分

引
き
上
げ
る
こ
と
、
地
域
手

当
の
支
給
割
合
を
０
・
２
５

％
引
き
上
げ
る
こ
と
な
ど
が

主
な
内
容
で
あ
る
。

　
職
員
団
体
と
の
交
渉
で
挙

げ
ら
れ
た
要
望
は
。

　
再
任
用
職
員
の
給
料
の
引

き
上
げ
に
関
す
る
こ
と
、
地

域
手
当
の
引
き
上
げ
に
関
す

る
こ
と
、
通
勤
手
当
の
引
き

上
げ
に
関
す
る
こ
と
な
ど
の

要
望
が
あ
っ
た
。

　
入
札
方
式
や
参
加
要
件
緩

和
が
施
設
の
質
の
低
下
を
生

じ
さ
せ
る
こ
と
は
無
い
か
。

　
入
札
参
加
要
件
の
緩
和
等

を
行
う
一
方
で
、
質
を
確
保

す
る
た
め
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
造
で
延
床
面
積
７
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
実

績
を
参
加
要
件
に
加
え
た
。

　
工
事
着
工
の
遅
れ
が
供
用

開
始
に
影
響
が
出
な
い
か
。

　
外
構
及
び
植
栽
工
事
と
開

業
準
備
作
業
等
を
並
行
し
て

行
う
な
ど
の
調
整
を
図
り
、

当
初
計
画
ど
お
り
平
成
29
年

４
月
の
供
用
開
始
を
計
画
し

て
い
る
。

　
建
設
反
対
住
民
の
行
動
に

対
し
て
市
の
考
え
を
伺
う
。

　
建
築
禁
止
仮
処
分
申
立
て

等
が
提
起
さ
れ
た
が
、
適
切

に
対
応
す
る
。
旧
九
十
川
や

公
園
の
整
備
な
ど
周
辺
環
境

整
備
は
、
地
域
住
民
の
意
見

を
反
映
し
な
が
ら
、
少
し
で

も
住
み
や
す
い
地
域
に
な
る

よ
う
実
施
し
、
理
解
を
い
た

だ
け
る
よ
う
努
め
る
。

　
労
務
単
価
、
材
料
費
等
の

高
騰
を
受
け
、
設
計
金
額
に

ど
ん
な
影
響
が
あ
っ
た
の
か
。

　
設
計
金
額
の
見
直
し
に
よ

り
、
新
築
工
事
費
用
は
、
躯

体
に
関
わ
る
費
用
が
約
３
億

５
千
万
円
、
そ
の
他
の
費
用

と
合
わ
せ
て
５
億
３
千
万
円

余
り
上
昇
し
た
。

　
施
設
の
耐
用
年
数
は
？

　
火
葬
件
数
は
、
約
20
年
後

に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
そ
の
後

概
ね
30
年
間
、
同
等
数
で
推

移
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
50

年
以
上
の
耐
用
年
数
が
必
要

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
65
年
以

上
と
し
た
。

　
駐
車
場
が
満
車
に
な
っ
た

時
、
や
す
ら
ぎ
の
さ
と
駐
車

場
の
利
用
は
可
能
な
の
か
。

　
十
分
な
駐
車
台
数
を
確
保

し
て
い
る
が
、
や
す
ら
ぎ
の

さ
と
駐
車
場
と
の
相
互
利
用

を
図
る
こ
と
で
、
混
雑
時
の

緩
和
や
利
用
者
の
利
便
性
の

向
上
に
努
め
る
。

　
い
じ
め
問
題
は
教
育
の
営

み
と
し
て
の
解
決
が
基
本
だ

が
見
解
を
問
う
。

　
い
じ
め
を
な
く
す
に
は
、

様
々
な
機
会
を
通
じ
、
心
豊

か
な
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る

教
育
の
営
み
の
中
で
解
決
す

る
こ
と
、
同
時
に
、
人
格
形

成
の
途
中
で
あ
る
子
ど
も
た

ち
に
、
「
い
じ
め
を
行
う
こ

と
は
い
け
な
い
」
と
明
示
す

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考

え
る
。

　
学
校
で
の
い
じ
め
防
止
策

あ
る
高
等
学
校
教
育
の
提
供

が
第
一
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
市
長
公
約
で
あ
る
中
高
一

貫
校
の
設
置
に
つ
い
て
、
教

育
委
員
会
は
ど
の
様
に
考
え

て
い
る
の
か
。

　
当
面
は
校
種
間
連
携
教
育

を
推
進
す
る
中
で
、
中
学
校

と
市
立
高
校
の
連
携
を
充
実

し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

答

　
市
立
高
校
を
設
置
す
る
川

越
市
と
し
て
高
等
教
育
に
対

す
る
考
え
方
は
。

　
こ
れ
ま
で
の
経
緯
と
伝
統

を
踏
ま
え
、
国
際
理
解
や
資

格
取
得
に
係
る
指
導
を
更
に

充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
普

通
科
・
商
業
系
学
科
そ
れ
ぞ

れ
の
教
育
の
質
を
高
め
る
等
、

市
民
の
期
待
に
応
え
る
魅
力

問答

問

に
道
徳
教
育
の
充
実
が
示
さ

れ
て
い
る
。
法
令
で
お
し
つ

け
る
や
り
方
は
逆
効
果
に
な

り
か
ね
な
い
、
見
解
を
問
う
。

　
規
範
の
意
義
を
理
解
さ
せ
、

児
童
生
徒
自
ら
が
規
律
を
守

り
行
動
す
る
自
律
性
を
育
む

と
と
も
に
、
道
徳
教
育
を
は

じ
め
と
し
た
全
教
育
活
動
を

通
し
て
、
思
い
や
り
の
心
や

お
互
い
を
尊
重
す
る
態
度
、

他
者
と
円
滑
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
図
る
能
力
等
を

養
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

議
案
第
１
３
８
号

市
立
川
越
高
等
学
校
教
育
審
議
会
条
例

【
民
主
党
】 市

民
の
活
動
を
阻
害
し
な
い

よ
う
ど
う
対
処
す
る
の
か
。

　
新
南
公
民
館
は
、
現
在
の

南
公
民
館
の
実
績
か
ら
予
測

す
る
と
、
利
用
率
が
８
割
を

超
え
る
と
見
込
ま
れ
る
。
ま

た
、
設
備
が
充
実
し
、
部
屋

の
面
積
等
も
広
く
な
る
た
め
、

使
用
料
も
高
く
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
登
録
グ
ル
ー
プ

等
の
活
動
が
制
限
さ
れ
る
こ

と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、

当
面
は
そ
の
活
動
状
況
等
を

見
守
っ
て
い
く
。

答

　
新
南
公
民
館
の
使
用
料
は

現
在
の
南
公
民
館
と
比
べ
て

ど
の
よ
う
な
状
況
に
な
る
か
。

　
新
南
公
民
館
は
、
現
在
の

南
公
民
館
と
比
べ
て
、
施
設

規
模
や
各
室
面
積
等
が
大
き

く
異
な
る
た
め
、
使
用
料
を

単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
難

し
い
が
、
同
程
度
の
規
模
の

部
屋
の
緩
和
措
置
前
の
使
用

料
と
比
べ
る
と
、
約
１
・
４

倍
と
な
る
。

　
施
設
が
立
派
で
も
高
く
て

使
え
な
い
と
意
味
が
な
い
。

問答問
議
案
第
１
３
７
号

公
民
館
使
用
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
４
６
号

平
成
26
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
５
０
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
４
１
号

新
斎
場
新
築
工
事
請
負
契
約

【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
３
９
号

い
じ
め
問
題
対
策
委
員
会
条
例

【
日
本
共
産
党
】

　
市
は
こ
れ
ま
で
Ｐ
Ｆ
Ｉ
以

外
で
15
年
間
を
ま
と
め
て
金

額
を
固
定
し
契
約
し
た
実
績

は
あ
る
の
か
。

　
本
市
に
お
い
て
は
、
施
設

の
建
設
や
維
持
管
理
・
運
営

業
務
で
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
以
外
で
15

年
分
を
ま
と
め
て
契
約
し
た

実
績
は
な
い
。

　
16
年
８
ヶ
月
の
長
期
一
括

で
地
元
外
の
企
業
と
の
契
約

も
想
定
さ
れ
る
。
一
つ
の
企

問問

問

答問問 答答

答 答

問問 答答答 問

答答問 問 問

問問 答答 答

答 問

業
グ
ル
ー
プ
に
市
の
重
要
な

事
業
を
長
期
丸
ご
と
担
わ
せ

る
功
罪
を
ど
う
考
え
る
か
。

　
新
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の

事
業
は
、
一
括
し
た
性
能
発

注
に
よ
り
民
間
事
業
者
の
創

意
工
夫
の
発
揮
や
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
コ
ス
ト
の
縮
減
な
ど

の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
こ
と

か
ら
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
と
し
て
進

め
て
い
る
。
地
元
企
業
の
活

用
に
つ
い
て
は
、
参
加
資
格

要
件
や
、
審
査
基
準
で
地
域

貢
献
を
評
価
す
る
こ
と
な
ど

の
方
法
で
推
進
し
て
い
き
た

い
と
検
討
し
て
い
る
。

る
と
考
え
る
。

　
中
高
一
貫
校
に
つ
い
て
審

議
会
で
検
討
す
る
の
か
。

　
審
議
会
で
は
、
市
立
高
校

の
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
検

討
す
る
中
で
、
中
高
一
貫
校

に
触
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

討

論

議
案
第
１
３
９
号

議
案
第
１
４
６
号

請
願
第
１
号

民
法
の
改
正
に
よ
る
個
人
保
証
の
原
則
的
廃
止
を

求
め
る
請
願
書

　
　
　
　
　
　
　－

採

　
　択

－
提
出
者
　
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
４

－

７

－

20

　
　
　
　
埼
玉
弁
護
士
会
　
会
長
　
池
　
本
　
誠
　
司

個人保証の原則廃止の検討を求める意見書
　個人保証は、その危険性が古くから言われているにもかかわらず、親類や知人から依頼された場合など、人間
関係から断りにくい。そのため、現在も、保証人となったために破産や自殺に至るなど多数の被害が生じている。
　個人保証被害の発生を防止するためには、個人保証制度を原則として廃止を検討することが必要である。また、
個人保証制度が例外的に許容される場合でも、その被害の拡大を防ぐための制度を設けることが望ましい。
　よって、国会及び政府に対し、法制審議会民法（債権関係）部会において検討されている民法の改正にあたり、
次の事項を実現されるよう強く要請する。
１、個人保証を原則としての廃止を検討すること。
２、例外として個人保証が許容される場合であっても、次に指摘する保証人保護制度を設けること。
　ア、現行民法に定める貸金等根保証契約における規律（民法４６５条の２から４６５条の５まで）を個人が保
　　　証人となる場合の全ての根保証契約に及ぼすこと。
　イ、債権者は、保証契約を締結するときは、保証人となろうとする者に対する説明義務や債務者の支払能力に
　　　関する情報提供義務を負い、債権者がその義務違反をした場合には、保証人は保証契約を取り消せること。
　ウ、債権者は、保証契約締結後、保証人に対し、主たる債務者の遅延情報を通知する義務を負うこと。
　エ、過大な保証を禁止する規定や保証債務の責任を減免する規定を設けること。
　右、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
　　　平成２６年１２月１９日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川　越　市　議　会　　　　


